
来
年
限
月
一
回
か
ら
、
公
的
年
金
制
度
が
一
新
さ
れ
ま
す
。
五
千
二
百
万
人
の
加
入
者
そ

擁
す
る
国
民
年
金
と
、
厚
生
年
金
保
険
は
、
す
で
に
法
改
正
が
行
わ
れ
、
去
る
四
月
一
一
十
四

臼
成
立
し
て
い
ま
す
。
公
務
員
等
の
共
済
年
金
も
同
じ
趣
旨
の
改
正
案
が
、
現
在
、
問
刷
会
で

継
続
審
議
と
な
っ
て
い
ま
す
。
公
的
年
金
は
、
老
後
保
磁
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
だ
け
に
、

年
金
改
正
は
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
年
金
制
度
始
ま
っ
て
以
来
の
大
改
革
で

あ
る
今
回
の
改
正
に
つ
い
て
、
そ
の
概
婆
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

今
間
出
の
年
金
改
正
の
基
本
的
回
し
、
高
齢
化
が
ピ
ー
ク
を
理
一
え
る

標
は
、
公
的
年
金
制
度
の
長
期
約
昭
和
九
十
五
年
に
は
、
二
@
五
人

な
安
定
と
受
穫
の
と
れ
た
発
療
が
一
人
を
支
え
る
こ
と
に
な
り
ま

の
基
盤
づ
く
り
を
行
う
こ
と
に
あ
す
。

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
年
金
改
正
こ
う
考
え
る
と
、
公
的
年
金
の

を
徒
し
た
最
大
の
要
飽
は
、
が
採
将
来
は
、
暗
い
も
の
に
見
え
て
-
く

で
も
仰
を
見
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
選
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
数
年

む
、
我
が
図
の
高
齢
化
で
す
。
来
「
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
も
、

公
的
年
金
は
、
世
代
と
散
見
刊
の
年
金
制
度
は
本
当
に
も
ら
え
る
だ

助
笠
間
い
の
仕
組
相
み
で
す
か
ら
、
人
ろ
う
か
」
と
い
う
不
安
が
あ
り
ま

口
の
高
齢
化
が
進
み
、
助
け
ら
れ
詳
し
た
。
し
か
し
、
逆
に
い
え
ば
こ

る
世
代
(
年
金
受
給
没
代
)
の
数
う
し
た
高
鈴
化
社
会
に
お
い
て

が
増
え
れ
ば
、
妨
げ
る
方
の
投
代
も
、
老
後
保
簿
の
主
投
と
し
て
の

(
現
役
勤
労
世
代
)
の
負
援
は
重
役
割
前
を
果
た
す
こ
と
が
公
的
年
金

く
な
り
ま
す
。
数
字
で
い
え
ば
、
の
使
命
で
あ
り
、
今
回
の
改
正

現
夜
は
六
人
の
現
役
が
一
入
の
お
は
、
そ
の
基
盤
づ
く
り
を
し
よ
う

年
寄
り
を
支
え
て
い
る
の
に
対
と
す
る
も
の
で
す
。

る
仕
組
み
と
し
て
「
基
礎
年
金
」
過
嬬
給
付
が
整
理
さ
れ
ま
す
。

が
導
入
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、

給
付
と
ゑ
援
の
滋
五

国
民
年
金
の
適
用
を
サ
ラ
リ
ー
マ

一
一
十
一
世
紀
に
お
い
て
も
擦
ら
り
ま
す
。
現
に
、
我
が
留
で
は
、
ン
と
そ
の
妻
に
も
拡
大
す
る
と
と
老
齢
基
礎
年
金
は
、
高
齢
者
の

ぐ
こ
と
の
な
い
年
金
制
度
の
あ
り
勤
労
者
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
が
進
に
な
り
ま
し
た
。
基
礎
的
な
生
活
費
を
ま
か
な
う
も

方
を
考
え
る
と
、
第
一
に
重
く
な
ん
で
お
り
、
昭
和
一
一
一
十
年
に
は
、
こ
の
た
め
、
改
正
前
の
厚
生
年
の
と
し
て
、
五
十
九
年
度
価
格
で

る
負
短
を
支
え
る
慨
に
不
公
平
が
勤
労
者
の
四
裂
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
保
険
は
、
報
鰍
比
例
部
分
、
定
…
人
月
額
五
万
円
、
夫
婦
二
人
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。
だ
っ
た
の
に
対
し
、
現
在
は
七
都
額
部
分
、
そ
れ
に
配
偶
者
加
給
か
十
万
円
が
満
額
と
さ
れ
て
い
ま

第
二
に
は
年
金
を
受
け
る
側
と
支
を
超
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
特
ら
な
っ
て
い
ま
す
が
、
定
額
部
分
す
。
将
来
の
保
険
料
品
月
誠
も
、
厚

え
る
側
の
生
活
水
準
の
均
衡
を
守
定
の
産
業
を
基
盤
と
す
る
制
度
で
と
配
偶
者
加
給
に
穏
当
す
る
部
分
生
年
金
保
険
で
は
、
平
均
月
収
の

る
こ
と
で
す
。
は
、
そ
の
産
業
が
斜
揚
化
し
、
新
は
、
夫
と
一
番
の
基
礎
年
金
に
移
行
町
四
割
弱
か
ら
三
劉
弱
に
、
ま
た
、

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
の
規
就
業
者
が
激
減
す
れ
ば
、
多
数
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
淳
生
年
国
民
年
金
で
は
、
五
十
九
年
庵
』
畑

年
金
制
度
の
仕
総
み
に
は
多
く
の
の
年
金
受
給
者
を
少
数
の
現
役
勤
金
は
、
原
則
別
と
し
て
、
報
組
問
比
例
格
で
一
万
九
千
瓦
吉
汚
か
ら
一
万

問
題
点
が
あ
り
ま
す
。
労
者
が
支
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
部
分
の
年
金
を
支
給
す
る
「
基
礎
一
二
千
内
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

ま
ず
、
我
が
闘
の
公
的
年
金
制
り
ま
す
。
ま
た
、
分
立
し
て
い
る
年
金
の
上
乗
せ
」
の
制
度
と
し
て

度
は
、
農
業
者
、
自
営
業
者
を
対
製
且
ご
と
に
独
自
の
給
付
設
計
が
位
讃
づ
け
、
全
体
と
し
て
、
二
階
婦
人
の
年
金
の
確
立

象
と
す
る
隠
民
年
金
、
一
般
被
用
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
複
数
の
創
建
て
の
年
金
制
度
に
再
編
成
す
る
基
嬢
年
金
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

者
を
対
象
と
す
る
厚
生
年
金
保
建
か
ら
向
一
人
に
複
数
の
年
金
が
こ
と
に
な
り
ま
す
。
の
委
で
あ
る
専
業
主
婦
に
も
自
分

険
、
公
務
員
等
を
対
象
と
す
る
共
支
給
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
生
じ
て
い
基
礎
年
金
は
、
自
営
業
者
も
す
名
義
の
年
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る

済
年
金
の
一
一
極
七
制
度
に
分
立
し
ま
す
。
ラ
リ
ー
マ
ン
も
一
緒
に
な
っ
て
制
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
結
果
、

て
い
ま
す
が
、
各
晶
制
度
が
独
自
に
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
在
の
年
度
を
支
え
て
い
く
仕
組
み
で
す
か
障
害
者
に
な
っ
た
り
、
高
齢
で
離

給
付
と
負
担
を
設
許
し
て
い
る
た
金
制
度
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
ら
、
産
業
構
造
、
就
業
構
造
に
変
婚
し
て
も
独
自
の
年
金
が
保
障
さ

め
、
そ
の
荷
箇
に
わ
た
っ
て
、
い
点
が
合
ま
れ
て
い
ま
す
。
化
が
あ
っ
て
も
影
響
を
遮
断
し
、
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

わ
ゆ
る
「
官
民
格
差
」
と
い
う
雪
国
民
鍛
繍
翻
線
灘
繍
翻
銅
線
節
F

制
度
の
安
定
し
た
運
営
を
確
保
す

葉

で

象

徴

さ

れ

る

害

警

韓

盟

諸

麟

る

こ

と

が

で

手

。

ま

た

、

給

警

年

金

の

改

善

生
じ
て
い
ま
す
o

d

錦
鶏
畿
観
鶴
擬
瀦
獄
織
滋
喝
付
の
算
定
は
共
通
で
す
し
、
給
付
い
ま
の
制
度
で
は
、
幼
い
時
か

ま
た
、
現
在
の
よ
う
な
職
域
を
甘
譲
年
金
そ
導
入
に
愛
す
る
費
用
も
、
加
入
者
数
に
ら
の
障
答
者
に
は
障
害
一
翠
年
金

も

と

に

し

た

縦

割

り

の

制

度

で

応

じ

て

各

制

度

が

頭

割

り

で

持

ち

が

支

給

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

改

正

は
、
産
業
構
造
や
就
業
構
造
に
大
主
な
改
正
の
要
点
は
、
ま
ず
、
よ
り
ま
す
の
で
公
平
で
す
。
さ
ら
後
は
、
こ
の
よ
う
ム
な
方
々
に
も
、

き
な
変
動
が
生
ず
れ
ば
、
ま
と
も
全
忠
良
が
加
入
し
、
同
一
の
条
件
に
、
基
礎
年
金
は
一
人
に
一
つ
支
障
害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
る
よ

に
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
の
下
に
給
付
を
受
け
、
負
指
を
す
給
さ
れ
ま
す
の
で
、
震
複
給
付
や
う
に
な
り
ま
す
。

人生80年の持代です。高齢化社会では、年金を毒事らしのこと台とする人が

多くなっています。まだ若いから年金には…といわず、今一度考えてみてく

ださい。国民年金は者後の保障害だけでなく、母子世帯となったり、障害者

となった場合にも、生活の安定をaJることを践的としています。

まだ、加入していない人は、もう一度あなたの年金を考えて、無年金者

にならないよう富君主晃年金に加入しましょう。

一王手塚市議争止毒事係書量年金銀年金保一



(2) 紹辛苦60年守守舟守田らつ力、

現
在
の
関
民
年
金
は
、
農
端
末
、
せ
ん
。

漁
業
、
商
渠
な
ど
自
営
業
の
人
な
〔
額
回
何
年
金
に
加
入
す
る
人
}

ど
が
加
入
す
る
年
金
制
度
で
す
。
①
臼
本
沼
市
内
に
住
所
の
あ
る
一
一
十

新
し
い
国
民
年
A
高
制
度
で
は
、
厚
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
自
営
業
等

生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
る
サ
の
人
と
そ
の
家
族
(
第
一
号
被
保

ラ
リ
ー
マ
ン
と
そ
の
奥
さ
ん
で
、
二
険
者
)

十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
人
も
関
③
厚
生
年
金
保
険
の
加
入
者
(
第

民
年
金
に
新
し
く
加
入
す
る
こ
と
二
号
被
保
険
者
)

に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
厚
③
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
委
(
夫
の
会

生
年
金
保
倹
の
加
入
者
は
、
厚
生
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

年
金
と
と
も
に
、
自
民
年
金
に
も
人
)
で
、
一
平
歳
以
上
六
十
歳
未

加
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
問
時
に
満
の
人
(
第
一
二
号
被
保
険
者
)

二
つ
の
年
金
制
度
に
加
入
す
る
こ

共
通
の
基
礎
年
金
殺

と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
結
巣
、
新
し
い
盟
国
民
年
金
新
し
い
国
民
年
金
で
は
、
自
営

に
加
入
す
る
人
は
、
次
の
三
種
類
業
の
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
サ
ラ

の
人
と
な
り
ま
す
。
務
復
調
民
年
リ
1
マ
ン
や
そ
の
棄
も
共
通
す
る

金
に
加
入
し
て
い
る
自
営
業
の
方
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制
度
に
な

は
、
加
入
資
格
に
変
}
史
は
あ
り
ま
り
ま
し
た
。

成織

で
湾

士
の

τ

度

ナ

リ
リ
一

位

市

で

金

ア

年

7

民

T

国
一

料品…一

険
時
時
一
円
，
J

保
免
一十

滑鮒料喰
関

側
掬

加入官能均間

P沼辛口 16主j:~伐の主主副知設40生
L主主主専用日!こよる1己主夫苦a ノ

考鈴ま基礎年金の計算式(年額)

年金額一600.000円

機 60万円は、昭和59年度価格による表示で、昭和61年末までの物価上昇

車に応じて改定されます。
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?甫の障害の程

現
在
の
稼
害
年
金
は
、
留
民
年
隊
審
議
祇
年
金
を
受
給
し
て
い
れ
る

金
に
拠
入
市
げ
つ
工
歳
以
後
)
の
人
も
対
象
に
な
り
ま
す
。
そ
ζ

傷

病

に

よ

っ

て

警

重

な

っ

て

今

露

襲

撃

護

馨

た
場
五
百
し
か
脇
陣
害
笠
置
は
支
給
さ



冠王毒草EてF

老
齢
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金

基
礎
年
金
は
次
の
一
一
一
積
類
で
期
間
分
の
報
酬
比
例
の
年
金
が
支

す

。

給

さ

れ

ま

す

。

①

老

齢

基

積

年

金

い

わ

ば

、

基

擬

年

金

を

支

給

す

②
輝
響
基
礎
年
金
る
こ
と
に
な
る
新
し
い
国
民
年
金

③
遺
族
基
礎
年
金
は
、
一
一
階
建
て
年
金
の
一
階
部
分

な
お
、
厚
生
年
金
保
検
な
ど
に
を
お
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ

加
入
し
た
こ
と
が
あ
る
人
に
は
、
の
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
一
人
一

基
綴
年
金
に
上
乗
せ
し
て
、
加
入
年
金
の
成
約
が
確
立
さ
れ
ま
す
。

は
と
で

円

き

ご

数

刷
と
す
町

引

の

増

子

ー

ヰ

人

以

均

金

僻

同

一

リ

に

知

年

。

加

市

内

を

る

門

的

伝

子

加

金

ぎ

額

制

。

h
u
t
M
年

付

事

5
2
!

足、

日
山
プ
…
一
一
齢
制
拘
留
民
年
金
の
加
入
者
ま
た
は
、
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
は
溌
止
さ
到

の
明
附
明
年
き
恥
老
齢
基
駿
年
金
を
受
け
ら
れ
る
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
の

子
)
叩
叩
叩
(
と

2

+

額

5

5

5

2

州
さ
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
人
の
だ
し
、
昭
和
六
土
芸
昼
間
に
樺

引
汚
叫
什
刊
削
壮
額
収
千
人
で
生
詰
問
し
て
い
た
子
の
あ
る
母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
晶
即
日

昨

U
胴
胴
閉
山
川
沈
饗
ま
た
は
子
に
支
給
さ
れ
ま
す
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
ご
湯

川

市

川

:3加
が
、
亡
く
な
っ
た
人
の
震
を
の
年
金
額
が
震
基
礎
年
金
と

1

2
2日

去
を
~
納
め
た
期
隣
(
免
除
期
習
合
様
京
昔
、
引
き
上
げ
ら
れ
ま

H
A

ぷ

誤

射

ず

忍

む

語

、

障

害

基

礎

年

金

と

喜

一

す

。

取

何
軒
の
の
の
る
年
ぷ
に
、
加
入
期
間
の
一
一
一
分
の
一
一
以
上
聖
母
子
福
祉
年
金
、
書
抑

制

品

川

泣

け

刊

門

と

あ

る

き

が

必

要

で

す

。

子

一

君

主

に

つ

い

て

も

廃

止

さ

失

綴
肱
…

rHH結
晶
遺
族
基
礎
年
金
の
発
廷
に
と
も
れ
、
遺
族
基
礎
年
金
に
吸
収
さ
れ

金
額
守
主
主
貴
子
仏
師
つ
な
っ
て
、
現
行
の
母
子
宏
明
準
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

年

年

@

:

・

@

日

に

劉

""'" 

年
額
mw
方
丹
と
子
の
加
算
額

1級年額 750，000F弓(月犠 62，500F弓)十子の加算額

2級年額 600，000内(月額 50.000円 ) 十 子 の 加 算 額

掛罪事害主基穏年金の受給者に扶養されている 18歳未満の子または 20歳未

度が 1級、 2級の子があるときは、子の加算がつきます。

①子の加算額第2子まで 1人につき 180，000円(月額 15，000円)

そ の 他 の 子 1入につき 60，000円(月額 5，000円)

金額①童手

れ
℃
九
円
寝
せ
ん
，
一
一
十
藤
磁
の
隊
者
と
一
な
り
、

警
に
つ
い
て
は
、
ニ
十
離
に
な
庁
止
さ
れ
ま
す
。

た
と
き
か
ら
、
障
警
福
祉
年
金
が
な
お
、
積
在
の
懸
察
衛
秘
年
金

支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
の
扶
養
義
務
者
慣
習
続
得
税
援
も
擬

す
。
ま
た
、
灘
署
年
金
と
脇
陣
寄
宿
止
さ
れ
、
本
人
の
所
得
に
喜
怒
見

被
写
金
と
で
は
、
年
金
の
支
給
額
給
制
限
だ
け
か
残
る
こ
と
は
な
る

に
聞
き
が
あ
り
ま
す
。
の
で
、
障
害
織
社
年
金
受
給
殺
か

新
し
い
翼
年
金
は
、
障
害
基
ら
切
り
替
わ
っ
た
樽
務
護
霊

礎
年
金
に
一
本
化
し
、
一
一
十
歳
前
受
弱
者
も
本
人
の
所
得
に
よ
る
支

の
様
警
に
つ
い
て
を
エ
設
に
な
給
制
制
限
だ
汐
が
残
り
ま
す
。

っ
た
と
き
か
ら
、
練
警
基
礎
年
金
こ
の
結
果
、
保
験
料
の
滞
納
が

が
支
給
さ
れ
、
年
金
議
が
大
婚
に
な
い
限
り
、
原
則
制
と
し
て
、
す
ベ

引
き
一
上
げ
ら
れ
ま
す
。
て
の
成
人
障
害
者
に
対
し
て
、
障

ま
た
、
今
闘
の
改
正
で
は
、
昭
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
と
と

和
六
十
一
年
四
月
一

B
以
前
に
、

H
L
な
り
ま
ず
。

。支給の要件
掴民年金加入後』こ身体障害害者になった人は、

初診日までに保険料老若納めた期間(免除剣勝を

含む}が、!J日入期間の長短に関係なく、加入して

いた期間のおまの2以上ある ζ とが必要です。

一一一0一一一0一一一一0一一一一
なお、現在、障害福祉年金の支払いは 4月、

8丹、 12月の年 3回に分けて 4か月分ずつ支払

われています。今後は、 2月、 5丹、 8丹、 11

月の年4[!那と支払い月の前月分までの 3か月分

ずつ支払われる ζ と に な り ま す 。 た だ 、 ア ッ プ

された後の新しい年金額の支払いは昭和61年 5

月でなく、昭和61年富月かちになる予定です。

死亡した
事睦の轟件 子あり 子なし

子なし 65歳以上
売の戦議 {中高年)

(自第営1業号等} 遺族基礎 校①参照T老齢基礎

自(第営1業号等) 
植用者

老齢基礎

(第 2号)
遺族基礎 十

老齢浮生

自営業等
遺族基綾 遺族理主主 遺族車生

(第 1号) + 遺族車生 ート + 
植用者 遺脹惇生 力口 事事 老齢基礎

(第 2号)専業主時 遺族基礎遺族摩生遺族4厚生遺族+庫主主

{第 3号)1;軍旗車生 加 算老齢主基礎

法 ① 主審と死亡した夫が自営業である場合で、遺族基礎年金が支給
事れないときは、寡婦年金が制裁から65歳の間支給される。

関民年金の問い合わせ

国 民 年 金 に つ い て の 問 い 合 わ せ や

詳 し く 知 り た い 方 は 市 役 所 保 検 年

金諜年金係へ

電話 23-1111内線251

635 



相
出
奈
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
棄
は
一

O
猿
田
高
年
金
議
後
削
村
山
袖
ネ
髪
一
夫
が
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
一
「
関
民
年
金
任
意
加
入
被
保
険
者

国
民
年
金
に
自
由
に
加
入
、
税
退
一
基
縫
年
金
に
必
要
な
安
婦
は
、
一
て
お
り
、
夫
の
会
社
の
健
康
保
校
一
環
況
届
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

で
き
る
任
意
加
入
@
扱
い
と
な
っ
一
夫
の
加
入
し
て
い
る
厚
生
年
金
夜
一
に
加
入
し
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
一
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
る

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
任
意
加
一
険
か
ら
国
民
年
金
に
対
し
、
そ
の
一
の
婆
は
、
六
十
一
年
間
関
月
か
ら
圏
一
夫
の
一
会
社
で
一
確
認
証
明
を
受
け
た

入
し
な
か
っ
た
委
は
、
自
分
自
身
一
被
扶
養
配
偶
者
の
合
計
数
に
応
じ
一
民
年
金
保
険
料
費
約
め
る
必
要
が
一
う
え
、
市
役
所
年
金
孫
へ
履
け
出

の
年
金
権
が
な
く
、
犬
が
厚
生
年
一
た
金
績
の
品
拠
出
会
を
一
負
担
す
る
こ
一
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
一
(
郵
送
も
玄
し
て
く
だ
さ
い
。

金
保
険
よ
り
年
金
を
受
け
る
と
き
一
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
市
役
序
年
金
夜
明
、
確
認
を
受
け
る
…
な
お
、
確
認
話
器
受
け
ら
れ

に
、
「
配
偶
者
加
給
年
金
額
」
が
一
現
在
の
菱
自
身
の
償
民
年
金
保
一
手
続
き
が
必
墜
と
な
り
ま
す
。

J

一
な
い
方
と
社
会
保
検
庁
か
ら
屈
け

加
算
さ
れ
る
「
世
帯
単
位
」
の
年
一
険
料
は
、
来
年
四
月
か
戸
現
在
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
一
出
用
紙
の
送
付
が
な
い
方
は
、
夫

金
設
計
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
一
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。
い
る
方
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら
一
の
年
金
手
線
と
鍵
出
掛
保
険
証
、
印

こ
う
し
た
場
A
R
棄
が
豊
百
に
一

な
っ
た
り
、
高
鈴
で
離
婚
し
た
と
一

ぎ
な
ど
、
伺
刊
の
年
金
も
受
け
ら
れ
一

な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
一

そ
こ
で
、
新
し
い
年
金
制
度
で
一

は
、
民
間
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
も
と
一

よ
り
、
そ
の
棄
に
も
磁
回
目
年
金
官
官
一

強
制
適
用
m
し
、
ど
ん
な
場
合
に
も
一

一
人
一
人
が
自
分
名
義
の
「
基
鶴
一

年
金
)
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
一

で

い

ま

す

。

一

。
緩
ち
爾
渓
忽
傘
仁
、
劇
入
一

昭
和
六
十
一
年
間
同
月
一
白
以
降
一

は
、
一
一
土
蔵
か
ら
六
9

ナ
裁
に
な
る
…

ま
で
、
什
ラ
リ
ー
マ
ン
の
泰
泳
、
一

国
民
年
金
に
加
入
し
、
「
第
一
一
一
号
一

被
保
倹
者
」
と
な
り
ま
す
。

死亡一語寺金
保後料納骨期務

3年以上20年未満

20年以上年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上

務

23，000Pl 

28 ， OOOf'J 

36，000円

44，000円

52，000円

現
夜
、
事
生
年
金
百
体
験
に

加
入
し
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
や
O
Lは
、
昭
和
六
十
一

年
四
月
一
日
か
ら
曲
厚
生
年
金

保
検
と
筒
民
年
金
の
二
つ
の

年
金
制
度
に
、
何
時
に
加
入

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
厚
生
年
金
保
験
料
は

従
来
ど
お
り
、
様
準
報
酬
月

額
に
保
険
料
率
を
か
け
た
額

を
保
険
料
の
丹
額
と
し
、
事

業
主
と
被
保
険
者
が
折
半
で

負
制
限
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
刷
出
に
間
四
民
年
金
の
保

険
料
を
負
担
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

な
お
、
現
在
の
厚
生
年
金

保
険
で
は
、
加
入
海
格
に
年

齢
制
緩
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

新
し
い
制
度
で
は
勤
め
て
い

て
も
六
十
五
歳
に
な
れ
ば
、

厚
生
キ
金
保
険
に
加
入
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

六
十
五
歳
か
ら
は
畿
も
が
基

礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
、
加
入
す
る
必

要
が
な
く
な
る
た
め
で
す
。

し
か
し
、
六
十
五
歳
に
な
っ

て
も
老
齢
基
礎
年
金
の
緊
格

叩
刑
務
を
満
た
し
て
い
な
い
入

は
、
資
格
開
刑
務
を
満
た
す
ま

で
厚
生
年
金
保
検
に
任
意
加

入
で
き
ま
す
。

議
機
年
金
に
よ
粂
せ

厚
生
年
金
保
瞬
間
の
加
入
者

は
、
六
十
五
歳
か
ら
国
民
年

金
の
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
厚
生
年
金

保
険
は
、
基
縫
年
金
に
上
乗

せ
す
る
形
で
支
鎗
d

れ
ま
す
。

定
額
郵
分
は
議
礎
霊
脇

新
し
い
制
度
で
は
、
定
務

部
分
は
国
民
年
金
の
基
礎
年

金
に
吸
収
さ
れ
、
厚
生
年
金

保
験
か
ら
は
、
現
行
の
朗
報
酬

比
例
部
分
に
相
当
す
る
年
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

mw
惑
か
ら
牌
付
制
淵
文
絵

六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま

で
は
、
厚
生
年
金
独
自
の
給

付
と
し
て
、
老
齢
厚
生
年
金

が
特
別
支
給
ぎ
れ
ま
す
。

総
裁
か
ら
感
生
年
品
購

六
十
五
歳
に
な
る
と
、
同
国

民
年
金
か
ら
老
齢
選
時
間
年
金

が
、
厚
生
年
金
孫
検
か
ら
老

齢
麟
生
年
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
者
齢
厚
生
年
金
の
額
は

特
別
支
給
の
老
齢
嗣
厚
生
年
金

の
報
酬
間
比
側
関
部
分
で
計
算
し

た
額
と
間
同
じ
で
す
。

輪
開
噛
欝
醐
鼎
修
一
縁
金

厚
生
年
金
保
検
加
入
者
が

病
気
、
け
が
が
原
因
で
一

級
、
一
一
級
の
機
警
の
状
慾
に

な
っ
た
と
き
は
、
慰
問
周
年
金

の
脇
陣
護
基
表
ヰ
金
(
一
級
、

ニ
級
)
が
文
絵
さ
れ
、
摩
生

年
金
保
殺
の
障
害
厚
生
年
金

(
一
級
、
一
一
級
)
が
ト
占
禁
せ

す
る
彩
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

噛
議
後
瞬
時
金
縁
粂

厚
生
一
年
金
探
検
の
加
入
者

が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の

透
族
に
沼
田
同
年
金
の
滋
族
議

礎
年
金
が
ヌ
給
さ
れ
、
厚
生

年
金
保
険
の
透
銭
浮
生
年
金

が
上
乗
せ
す
る
形
で
交
努
申

れ
ま
す
。
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